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令和６(2024)年度は「緑の雇⽤」事業を活⽤し708⼈が新規に就業しており(資料Ⅱ−
15)、同事業を活⽤した令和４(2022)年度の新規就業者の３年後(令和６(2024)年度末)の定
着率は73.2％で、全産業(⾼校卒)の62.1％23よりも⾼い状況となっている。林野庁は、「緑
の雇⽤」事業による新規就業者を毎年度1,200⼈、就業３年後の定着率を令和７(2025)年度
までに80％とすることを⽬標としている24。

また、林野庁では、季節ごとに作業量が変動する農業や、機械の操作などで共通点の多
い建設業等の他産業との連携、施業適期の異なる他地域との連携による林業従事者確保の

23 厚⽣労働省「新規⾼卒就職者の離職状況(令和４年３⽉卒業者)」に基づいて試算。
24 森林・林業基本計画(令和３(2021)年６⽉閣議決定)に則し政策評価を⾏うために設定された測定指標における⽬標値。 

事例Ⅱ−１ 地域独⾃の林業研修制度を活⽤した⼈材の確保・育成 

研修⽣と定住者の交流会 チェーンソー伐倒を⾏う研修⽣ 
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は、森林が約９割を占め、県内屈指の⾼い森林率となっている。このう
ち、⺠有林⾯積の約74%に当たる約２万haが⼈⼯林であるが、同町における林業の主要な担
い⼿である⾃伐林家は、⾼齢化や後継者不⾜によりその数が激減している状況にあった。

このため、地域の林業の将来を担う⼈材の確保に向け、平成27(2015)年度に町独⾃で１年
間の林業研修制度(仁淀川町林業研修⽣制度)を創設し、即戦⼒となる⼈材を確保・育成する
取組を開始した。

同制度は、仁淀川町、仁淀川森林組合、仁淀川林産協同組合からなる仁淀川町森林管理推
進協議会が主体となって運営している。研修希望者に対して、仁淀川町が研修前に林業の現
場の視察やチェーンソーの操作体験などができる視察・体験ツアーを実施し、ツアーを通じ
て就業に意欲を持った者に対しては、仁淀川林産協同組合が受⼊事業体の調整等を⾏って
いる。研修期間中、研修⽣には、同林産協同組合から⽉額17万円の研修⼿当が⽀給され、住
宅も無償で提供される。研修⽣は、チェーンソーや林業機械に関する講習を受け、実務経験
等を積みながら必要な資格を取得し、研修終了後には、町内の林業事業体に就職する仕組み
となっている。同協議会では、定住を促進するため、研修⽣や就職した者を対象に地域の交
流会を定期的に設けるなどの取組も⾏っている。

制度開始から令和７(2025)年度までに53⼈が研修に参加しており、そのうち37⼈が同町
に定住し、林業を担う⼈材として活躍している。近年は、定住者の中から、研修⽣をサポー
トする者や造林業等で起業する者が出てくるなど、同制度を通じて、様々な形で同町の林業
を⽀える⼈材が⽣まれている。
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